
                                   
 

 

 

原電東海発電所解体で発生の放射性廃棄物Ｌ３の
処分は遮断型構造で 
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原電は、日本の商業用原発のなかで初めてとなる東海発電所の「廃炉」作業（廃止措置）を行って

います。原電発表では、原発の解体・撤去で発生する放射性廃棄物は、いずれも低レベル放射性廃棄

物とされ、次のように種分けされるとのことです。 

〇放射能レベルの比較的高い廃棄物Ｌ１（制御棒、黒鉛ブロック約 1,600トン） 

〇放射能レベルの比較的低い廃棄物Ｌ２（原子炉圧力容器など約約 13,000トン 

〇放射能レベルの極めて低い廃棄物Ｌ３（熱交換器など約 12,300トン） 

この中から原電は、Ｌ３廃棄物について、トレンチ処分と呼ばれる敷地内への人工構造物を設けな

い埋設処分（素掘り施設）を計画し、規制委員会に設置許可申請書を提出しています。 

報道では、まもなく 9月中頃、申請書に対する規制委員会のコメントが出され、9月末までに原電

が補正申請を行う。そして今年度中には、規制委員会の合否判定が出され、来年度着工との見通しと

いうことです。国内初の素掘り埋設が決まれば、全国の原発敷地内に素掘り埋設が進められます。 

原電は驚くことに、議会への説明の中で、「埋め立てた放射性廃棄物の表面から流れ出る放射性物

質は、地下水にのって全量海に流れるので安心」「地下水脈はすべて海方向に流れている」と言って

います。                         （裏ページもご覧ください） 

 赤色の部分：（Ｌ１）放射能レベルの比較的高いもの⇒ 余裕深度処分 

黄色の部分：（Ｌ２）放射能レベルの比較的低いもの⇒ コンクリートピット処分 

緑色の部分：（Ｌ３）放射能レベルの極めて低いもの⇒ トレンチ処分 

水色の部分：（ＣＬ）放射性廃棄物として扱う必要のないもの（クリアランス対象物） 

白色の部分：（ＮＲ）放射性廃棄物でない廃棄物（一般の撤去物を含む） 
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Q…実際に埋め立てようとしている物の放射能はどれ程のレベルなのですか？ 

A…上の表、「原電東海Ｌ３ 廃棄物核種毎の量一覧表」に示します。 

原電発表の数値を基にしたものですが、合計すると 1兆 7千億ベクレルに達します。 

 

Q…この問題について、日本共産党はどうすべきと考えているのですか。 

A…原発を再稼働させれば、放射性廃棄物が増え、処理はいっそう困難になります。 

再稼働は断念し、そのうえで安全な処理方法について英知を集めて検討すべきです。 

その際、日本学術会議が提案し、私たちも原電に申し入れた、次のような「一時保管」という考え方

が重要と考えています。 

(1)管理に当たっては、場所が明確な表示等により後世に渡って一目でその内容が分かるものとするこ

と。また、立ち入り確認ができる施設の構造及びその場所とすること。 

(2)管理状況の確認は、「一時保管」の考え方により、毎日実施すること。 

(3)雨水・海水等の浸水対策、地震・突風・竜巻等への対策を十分行った遮断型構造による施設を整備

し、厳重に管理すること。 

 


